
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
令和6(2024)年4月より法定雇用率が2.5％に引き上げられ、障がい者雇用業務の対象が、 

40.0人以上の従業員を雇用する企業に広がります。 

障がい者を雇用した経験がない、切り出す仕事がない、すぐに離職してしまったなど、雇用す

ることが難しいとお考えでしたら、支援を受けながら職場体験の受入れを実践してみませんか。 

 職場環境への気づきや障がい者雇用へのステップアップに繋がります。 

 本説明会では、支援の仕組みや職場体験受入れの事務概要などをご説明いたします。 

 説明会終了後に個別相談もお受けします。みなさまのご参加をお待ちしております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
「FAX（06-6485-4646）」または E-mail（osakajob@ahc-net.co.jp） 

        

精神・発達障がい者等理解促進・職場定着支援事務局 
受託会社：株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 

ＴＥＬ：06（6485）4611 
 
 
 
  
ＦＡＸ０６－６４８５－４６４６（株式会社アソウ・ヒューマニーセンター） 
 ※切り取らずこのままＦＡＸ送信してください。 

企 業 名  

所在地 
〒 

 

電話番号  FAX 番号  

E-mail  

参加者名①  部署・役職名  

参加者名②  部署・役職名  

個 別 相 談 □ その場で相談したい  □ 職場へ説明に来て欲しい  □ 特になし 

※本事業の受託会社（株式会社アソウ・ヒューマニーセンター）から説明会に関する連絡をすることがあります。 

障がい者職場体験マッチング会説明会 

～実践！まずは職場体験の受入れから～ 

 

お申込み 

お問合せ先 

説明会参加申込書【お申込み期日：10 月 17 日(火)】 

◆日時 令和5年10月24日（火）１3:30～１5：00 
 

◆場所 エル・おおさか（大阪府立労働センター）  

本館11階 セミナールーム 
大阪市中央区北浜東３‐14（OsakaMetro谷町線「天満橋駅」/堺筋線「北浜駅」下車） 

◆内容 1部：障がい者雇用事例の報告会 

    2部：職場体験によるフォローアップ支援についての説明  

参加費無料 

 

 

経営者 

人事担当者 

必見！ 

 

令和 5 年度精神・発達障がい者等理解促進・職場定着支援事業 

主催:大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課 

マッチング会 

令和5年12月12日(火) 

定員: 40 名 
(1 社 2 名まで) 

(先着順) 

mailto:osakajob@ahc-net.co.jp

